
届出
番号

候補者氏名
収入の部（円） 支出の部（円）

寄附 その他の収入 計 人件費 通信費 印刷費 広告費 食料費 休泊費 雑費 計

１ 葛西　敏夫 57,200 57,200

２ 逢坂　節子 339,766 339,766 75,000 108,966 75,200 18,200 120,000 16,760 414,126

３ 山本　俊三 10,000 228,280 238,280 135,000 74,360 26,720 76,560 312,640

４ 馬場　龍彦 223,947 223,947 94,160 203,697 450 298,307

５ 石田　弘美 109,450 109,450 19,250 74,360 90,200 183,810

６ 海田　一時 12,780 12,780 74,360 12,330 450 87,140

７ 山下　貴弘 140,360 140,360 74,360 66,000 140,360

８ 陣内　保昌 23,910 23,910 23,910 23,910

９ 笹山　義治 80,045 80,045

10 佐藤　　晃 20,000 91,600 111,600 10,000 88,110 37,000 50,400 450 185,960

11 岩本　幹兒 160,340 160,340 165,660 69,040 234,700

12 田村　雄一 57,200 57,200

13 松尾　大樹 50,000 50,000 62,500 74,360 39,995 1,320 178,175

積丹町議会議員選挙における候補者の選挙運動に関する収支報告

令和３年９月 19 日執行の積丹町議会議員選挙における候補者の出納責任者から提出のあった、選挙運動に関する収

支報告書の要旨は次のとおりです。
積丹町選挙管理委員会委員長 吉田　眞治

■選挙運動費用支出制限額　1,114,500 円

※選挙運動に関する収支報告書は、公職選挙法第 192 条第１項の規定に基づき公表が義務づけられています。

委 員 会 名 委　員　長 副 委 員 長 委　　　員

総 務 文 教

常 任 委 員 会
山本　俊三 石田　弘美

田村 雄一・佐藤　 晃
海田 一時・笹山 義治
逢坂 節子・馬場 龍彦
岩本 幹兒 　　　　　

産 業 建 設

常 任 委 員 会
海田　一時 馬場　龍彦

田村 雄一・山本 俊三
石田 弘美・佐藤　 晃
笹山 義治・逢坂 節子
岩本 幹兒 　　　　　

議 会

運 営 委 員 会
佐藤　　晃 逢坂　節子 山本 俊三・海田 一時

笹山 義治 　　　　　
広 報 編 集

特 別 委 員 会
笹山　義治 馬場　龍彦 石田 弘美・佐藤　 晃

逢坂 節子 　　　　　

議 長 岩　本　幹　兒 副 議 長 田　村　雄　一

特 別 委 員 会 逢坂 節子 　　　　　

議
会
新
体
制
が
ス
タ
ー
ト
！

正
副
議
長
・
正
副
委
員
長

９
月
30
日
、
選
挙
後
初
め
て
招
集
さ
れ
た

第
３
回
町
議
会
定
例
会
で
、
議
長
・
副
議
長

の
選
挙
と
常
任
委
員
会
正
副
委
員
長
の
互
選

な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
新
し
い
町
議
会
の

構
成
は
次
の
と
お
り
で
す
。
（
敬
称
略
）

決
ま
る

町
議
会
を
傍
聴

町
議
会
を
傍
聴

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
積
丹
町
議
会
定
例
会
（
本
会
議
）

は
、
３
月
・
６
月
・
９
月
・
12
月

の
年
４
回
開
か
れ
、
臨
時
会
は
必

要
の
都
度
、
そ
れ
ぞ
れ
町
長
の
招

集
に
よ
り
開
か
れ
ま
す
。

ま
た
、
４
つ
の
委
員
会
は
、
本

会
議
と
関
係
な
く
適
時
に
各
委
員

長
の
招
集
に
よ
り
開
か
れ
ま
す
。

　
傍
聴
す
る
た
め
の
手
続
き
は
？

　

「
秘
密
会
」
と
決
定
し
た
場
合
を

除
き
、
傍
聴
席
入
り
口
に
置
い
て

あ
る
傍
聴
人
受
付
簿
に
住
所
と
氏

名
を
記
入
す
る
だ
け
で
、
誰
で
も

傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

マ
ス
ク
の
着
用
や
消
毒
な
ど
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防

対
策
を
講
じ
て
、
傍
聴
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
問
合
わ
せ
先
】

議
会
事
務
局

　
℡
44
ー
３
３
８
０
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北後志消防組合積丹支署北後志消防組合積丹支署
News消防ニュース

登記されている家屋を取り壊した場合登記されている家屋を取り壊した場合

登記されていない家屋を取り壊した場合登記されていない家屋を取り壊した場合

法務局で建物滅失登記又は変更登記の申

請をして下さい。

※滅失登記等が完了すると法務局から登記さ

れた旨が役場に通知されますので、役場への

届出は必要ありません。

役場に家屋の滅失届出書を提出して下さい。

　届出書の内容に基づき税務課職員が現地確

認を行い、翌年度の課税対象から除きます。

※届出がない場合は、取り壊した家屋に誤って

課税されてしまう原因になります。

90
名
と
定
員
割
れ
が
続
い
て
い
ま

す
。

　

団
員
は
、
火
災
・
風
水
害
・
地

震
等
の
災
害
が
発
生
し
た
時
に

は
、
自
宅
や
職
場
か
ら
現
場
へ
駆

け
つ
け
、
消
火
・
救
助
活
動
や
避

難
誘
導
な
ど
を
行
い
ま
す
。
ま
た

消
防
団
出
初
式
、
総
合
演
習
、
火

災
予
防
運
動
の
広
報
、
各
月
の
機

械
点
検
な
ど
年
間
を
通
し
て
様
々

な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

女
性
の
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

女
性
防
火
ク
ラ
ブ
員
募
集

家
庭
で
の
火
災
予
防
の
知
識
の

普
及
や
地
域
の
防
火
意
識
の
高
揚

な
ど
、
女
性
が
地
域
の
防
火
・
防

災
の
担
い
手
と
し
て
、
安
心
・
安

全
な
ま
ち
づ
く
り
の
貢
献
活
動
を

行
っ
て
い
る
組
織
で
す
。
積
丹
町

で
は
、
７
地
区
３
９
５
名
の
女
性

ク
ラ
ブ
員
の
方
々
が
積
極
的
な
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

町
民
の
安
心
・
安
全
を
守
る
た

め
、
消
防
団
の
入
団
を
希
望
す
る

方
や
、
18
歳
以
上
で
積
丹
町
に
在

住
の
方
で
女
性
防
火
ク
ラ
ブ
に
興

味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
積
丹
支
署
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

消
防
団
は
、
団
員
各
自
が
仕
事

に
就
き
な
が
ら
、「
自
ら
の
地
域
は

自
ら
守
る
」
と
い
う
精
神
で
、
災

害
等
の
発
生
時
に
、
消
防
・
防
災

活
動
を
行
う
組
織
で
す
。

　
積
丹
町
で
は
、
美
国
・
幌
武
意
・

入
舸
・
日
司
・
野
塚
・
来
岸
・
余
別
・

神
岬
の
８
つ
の
分
団
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。

町
民
の

　
命
と
財
産
を
守
る

消
防
団
員
募
集

全
国
的
に
消
防
団
員
の
数
が
減

少
傾
向
に
あ
り
、
積
丹
町
で
も
定

員
１
１
０
名
に
対
し
、
現
員
数
が

　
住
宅
や
倉
庫
な
ど
の
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部

を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
状
況

で
課
税
さ
れ
ま
す
。
取
り
壊
し
た
年
の
年
末
ま
で

に
手
続
き
を
し
て
下
さ
い
。

　

住
宅
を
取
り
壊
し
た
場
合
、
建
物
が
建
っ
て
い
た
土
地
に

対
す
る
固
定
資
産
税
の
税
額
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

住
宅
が
建
っ
て
い
る
土
地
（
住
宅
用
地
）
は
、
「
住
宅
用

地
に
対
す
る
課
税
標
準
の
特
例
」
が
適
用
さ
れ
、
土
地
に
係

る
固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
住
宅
を
取
り
壊
す
と
、
そ
の
特
例
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
固
定
資
産
税
が
変
わ
る

も
の
で
す
。

家
屋
滅
失
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

家
屋
滅
失
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

【
問
合
わ
せ
先
】

役
場
税
務
課

　
℡
44
ー
３
３
８
４

【
問
合
わ
せ
先
】

北
後
志
消
防
組
合
積
丹
支
署

　

℡
44
ー
２
３
５
２

”

”

”

”

「
火
災
警
報
器
」
と
「
消
火
器
」

　
の
交
換
・
設
置
を
！

「
住
宅
用
火
災
警
報
器
」
と
「
業

務
用
消
火
器
」
は
製
造
か
ら
10

年
、
住
宅
用
（
家
庭
用
）
消
火
器

は
５
年
が
交
換
目
安
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

万
が
一
に
備
え
て
、
自
宅
の
住

宅
用
火
災
警
報
器
と
消
火
器
の
点

検
や
設
置
に
努
め
ま
し
ょ
う
。
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まちまち の 日記帳日記帳

　高齢者のための運動教室「いきいきクラブ」が総合文化

センター大ホールで行われ、ボランティアも含め11名が

参加しました。　

　今月は、健康運動指導士の岸本和歌氏（仁木町）に、“歩

行バランス改善”のための集団運動指導を実施していただ

き、体も心も温まる楽しい1時間を過ごしました。

　また、希望者に対し、個々の身体課題に合わせた、“体

の仕組み”の説明と理学療法士の岸本賢武氏（岩内町）に

“家庭で続けられる運動”の指導をいただき、「早速自宅で

やってみます」との声が聞かれました。

きれいな文字を書こう！
　Ｂ＆Ｇ書道クラブ

10
　　 ８

　町内の小学生を対象とした「Ｂ＆Ｇ書道クラブ」が

Ｂ＆Ｇ海洋センターで行われています。

　山崎正義書道講師 (余市町）を迎え、“きれいで正し

い文字”を書くための基本として、児童たちは背筋を

伸ばして、肩の力を抜き、“正しく筆や鉛筆を持つ姿勢”

を身につけることの大切さを、真剣に学んでいます。

練習の成果を発揮！
　第37回町内ゲートボール大会

町教育委員会主催の第37回町内ゲートボール大会がふ

れあいゲートボール場で行われ、３チーム・12名が日頃

の練習の成果を発揮しようと、秋晴れの下で白熱した戦

いを繰り広げました。

　優　勝　Ｂチーム（代表　戸来 幸彦）

　準優勝　Ａチーム（代表　岡崎 一美）

　第３位　Ｃチーム（代表　熊本 和子）

10
　　12

運動するための健康づくり！
　いきいきクラブ

10
　　19
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小樽海上保安部便り小樽海上保安部便り     Ｎ o.18Ｎ o.18
海の 「もしも」 は海の 「もしも」 は

１１８番１１８番
～ ～ 海上保安庁の主計士海上保安庁の主計士  ～～

　海上保安庁の職員の中に「主計士」と呼ばれる人たちがい海上保安庁の職員の中に「主計士」と呼ばれる人たちがい

ます。主計士は、巡視船の乗組員の食事の調理を主に行ってます。主計士は、巡視船の乗組員の食事の調理を主に行って

います。います。

人数は船の大きさによって異なりますが、２～４名乗船しています。勤務場所は巡視船の調理室で、約 10

～ 40 名分の朝食、昼食、夕食、夜食を作っています。下の写真は小樽海上保安部所属「巡視船ほろべつ」

の主計士が、昼食に天丼や切り干し大根の煮つけなどを調理している風景を写したものです。業務は、調理

だけではなく、庶務や経理、物品等の管理、看護、海難の救助活動、海での犯罪捜査も担当しています。

　海上保安庁職員採用試験の募集は令和４年３月頃予定しておりますので、主計士になりたい方は受験して

みてはいかがでしょうか。

－余市警察署通信－－余市警察署通信－

◆冬の交通安全運動の実施◆

①期間

11 月 13 日（土）～ 11 月 22 日（月）の 10 日間

②ドライバーの皆さんへ

・右方からの横断歩行者や交差点とその付近での歩行者、

自転車の動きに十分注意する。

～ 夕暮れ時 あなたを守る 反射材 ～

・思いやりのある運転をする。　　　　

・早めに冬用タイヤに交換して、急な降雪や凍結路面に対

応できるよう準備する。

・特に山間部や峠等を通行する際は、必ず冬タイヤを装着

する。

・日陰や橋の上、トンネルなどでは、路面が凍結している

場合があるので、路面状況をよく確認して慎重な運転をす

る。

◆冬山遭難の防止◆

①無理のない計画を立て、登山計画書を提出しま

しょう。

②単独での登山は避けましょう。

③万全の装備と余裕ある食料等を準備しましょう 

④携帯電話を持ちましょう。

⑤気象情報の確認をしましょう。

⑥慎重な行動を心がけましょう。

⑦スキー場の標識や注意事項を守りましょう。

・早めに冬用タイヤに交換して、急な降雪や凍結路面に対

◆冬山遭難の防止◆

①無理のない計画を立て、登山計画書を提出しま

②単独での登山は避けましょう。

③万全の装備と余裕ある食料等を準備しましょう 

④携帯電話を持ちましょう。

⑤気象情報の確認をしましょう。

⑥慎重な行動を心がけましょう。

⑦スキー場の標識や注意事項を守りましょう。

【問合わせ先】余市警察署　TEL ０１３５－２２－０１１０
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